


廃棄物処理施設の設置に関する建築基準法等による規制について

【建築基準法 第５１条】（卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置）

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼

却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその

敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。

ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会（その敷地の位置を都市計画に定

めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審

議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会）の議を経てその

敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の

範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

【建築基準法 第８７条第２項】（用途の変更に対するこの法律の準用）

建築物（次項の建築物を除く。）の用途を変更する場合においては、第48条第1項

から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条

第2項、第40条、第43条第3項、第43条の2、第49条から第50条まで、第60条の2の2第

4項、第60条の3第3項、第68条の2第1項及び第5項並びに第68条の9第1項の規定に基

づく条例の規定を準用する。

【建築基準法施行令第１３０条の２の２】(位置の制限を受ける処理施設)

１ 法第51条 本文（法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。）の政

令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「廃

棄物処理法施行令」という。）第5条第1項のごみ処理施設（ごみ焼却場を除

く。）

二 次に掲げる処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物にお

いて生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」

という。）

イ 廃棄物処理法施行令第7条第1号 から第13号の2 までに掲げる産業廃棄物の

処理施設

ロ （略）

【廃棄物処理法施行令第２条】（産業廃棄物処理施設）

１ 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

（一、三～十三 （略））

二 木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの

に限る。）、木材又は木製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造

業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用し

たパレット（パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含

む。）に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。）
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【廃棄物処理法施行令第５条】（一般廃棄物処理施設）

１ 法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五ト

ン以上（焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は

火格子面積が二平方メートル以上）のごみ処理施設とする。

【廃棄物処理法施行令第７条】（産業廃棄物処理施設）

１ 法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

（一～八、九～十四 （略））

八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物（事業活動に伴つて生じたものに限る。）又

はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超える

もの
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廃棄物処理施設の概要

申請者 四国リサイクル株式会社　

申請地 徳島県名西郡石井町高川原字高川原1814番及び1815番1の各一部

用途 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物施設（木くず破砕処理施設）

敷地面積 1,364.55m
2

建築物概要（既設）

・建築面積　　239.18m
2       

倉庫　　　　   110.00m
2

　　　　　　　　        　　　　   チップ置場 　 129.18m
2

・延べ面積　　224.64m
2       

倉庫　　　　   110.00m
2

　　　　　　　　        　　　　   チップ置場　  114.64m
2

・構造・階数　倉庫　　　　　 鉄骨造・1階
　　　　　　　　 チップ置場　  鉄骨造・1階
・建築基準法第７条第５項に基づく
　完了検査済証交付日（倉庫・チップ置場）：令和5年2月6日

破砕施設の能力、台数

・既設破砕機：HW520DS型
　　　　　　　　処理能力：4.48t/日
　　　　　　　　台数：1台

・新設破砕機：ZR125HC
　　　　　　　　処理能力：112.8t/日
　　　　　　　　台数：1台

廃棄物の種類

・【既存処理】
１日あたり最大4.48tの伐採枝の木くずを処理する一般廃棄物処理施設

・【用途変更後】
既存処理に加えて、１日あたり最大112.8t処理能力を有する破砕機を追加
し、一般廃棄物の伐採枝等の木くず及び産業廃棄物の家屋解体工事等で発
生する木くずを処理する。

破砕機処理能力量
最大取扱予定量
保管能力

・既存破砕機：4.48t/日、新設破砕機：112.8t/日　（合計：117.28t/日）
・80t/日（年間取扱予定量：24,000t/年）

・処分前保管量：180m
3
、処分後保管量：36m

3

事業所への
廃棄物搬入計画

・トラック　車両台数：最大10台/日

操業時間・日数
・月～土　8:00～17:00　年間300日
【定休日：第二・四土曜日、日曜日、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年
始】
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関係法令の処理状況等
①産業廃棄物処理指導要綱
事前協議提出 令和6年2月29日

関係市町長への照会 令和6年3月1日

関係市町長からの回答 令和6年3月14日

産業廃棄物適正立地審査会 令和6年3月5日

産業廃棄物適正立地審査会における審査結果通知 令和6年3月26日

地元説明 （戸別訪問）
1回目訪問：令和5年6月
2回目訪問：令和5年7月
3回目訪問：令和5年8月

概要 戸別訪問説明

　1回目：令和5年6月 　2回目：令和5年7月　3回目：令和5年8月

　対象戸数52戸、訪問数　42戸

質疑

②廃棄物の処理及び清掃に関する法律

51条許可後に受付

設置許可後に提出

③騒音規制法

提出不要

④振動規制法

提出不要

⑤大気汚染防止法

提出不要

⑥建築基準法

令和6年9月5日

令和6年9月6日

　　　　　令和6年10月1日
都市計画上の支障はないと認め
られる。
※一部意見あり（未同意となって
いる周辺住民等10戸について、
徳島県産業廃棄物処理要綱第10
条第1項の規定に基づき、理解を
得られるよう努められたい。）

一般粉じん発生施設設置届
（堆積場・破砕機）

特定施設設置届

石井町からの回答

石井町への意見照会

建築許可申請

施設を稼働するうえで、施設半径300m以内の住民に対して、粉塵、
におい等による悪影響を及ぼさないことを説明。

地元説明会等の状況

　訪問できた住民からの意見等はなし。

特定施設設置届

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設設置許可申請提出

産業廃棄物処分業の許可申請
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図：搬入経路-

県道徳島鴨島線-

国道-

県道第十白鳥線-
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新設自走式破砕機のカタログ-
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新設自走式破砕機のカタログ-
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14.1t/h×8時間=112.8t/日-

新設自走式破砕機の仕様書-
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560Kg/h×8時間=4.48t/日-

既設破砕機の仕様書-
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